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第３章 本市の望ましい環境像 

守谷市は、茨城県の南端に位置し、利根川、鬼怒川、小貝川の３つの河川に囲まれる、

水と緑に恵まれたまちです。まちの周辺地域には水田地帯や斜面林が広がり、また、平地

林、屋敷林、社寺林などが各所に点在することで、緑豊かな守谷らしい自然環境が形成さ

れています。湧水地や小川ではメダカやホタルなどを観察することができる場所も残さ

れており、市民が親しみやすく生物多様性に富んだ自然環境でもあります。 

一方で、東京都心から 40 キロメートル圏内という立地条件に加えて、平成 17 年につ

くばエクスプレスが開通したことにより都市化が進み、宅地開発とともに公園や街路な

ど都市基盤の整備が促進され、特に下水道の普及率はほぼ 100 パーセントに達し、自然

と都市化が共存する環境にやさしいまちづくりが行われています。 

しかしながら、守谷市においても、河川敷などに心ない人たちによって捨てられた粗

大ごみの存在や、農業就業者の高齢化や後継者不足に伴う耕作放棄地の増加といった問

題があります。 

また、地球規模でみると、地球温暖化に伴う異常気象＊や気象災害の発生･甚大化、人

間活動の拡大による生物多様性の減少といった問題があります。これらの問題から生じ

る人間活動へ影響は現代の私たちにだけでなく、子どもたちや孫たちといった次の世代

にも及ぶものであるため、問題の改善に向けて早急に取り組まなければなりません。 

私たちは、この地に大切に残された自然がもたらす多くの恵み、先人たちがこれまで

築いてきた地域の文化や、安全で快適な生活が高度に融合したまちを、未来の世代に引

き継いでいく責務があります。 

この責務を果たすため、市民･事業者･行政などあらゆる主体がそれぞれの立場で協働

し、地域や学校、職場など様々な場面において、環境への負荷低減にとどまらず、喪失し

た自然の再生なども視野に入れて、現在ある環境の改善について積極的に取り組まなけ

ればなりません。第三次守谷市総合計画では「くらしの基盤」という柱において、「環境

にやさしい生活の創出」が環境分野における実現のための取組として定められており、

環境保全に関する取組を一層推進する必要があります。 

さらに、その取組を通じて国の第六次環境基本計画にある、現在および将来の市民や

国民一人一人の「ウェルビーイング＊／高い生活の質」の実現を目指すことも求められて

います。 

これらを踏まえ、私たちは、豊かな自然と人びとが調和し、持続的な発展が可能なまち

の実現に向け、＜守谷市が目指す望ましい環境像＞を掲げ、取組を進めていきます。 

 

＜ 守谷市が目指す望ましい環境像 ＞ 

豊かな自然と快適な暮らしを未来へつなぐまち・もりや 
この地に残された自然がもたらす多くの恵みと、これまで築いてきた安

全で快適な生活が融合したまちを、未来の世代に引き継いでいきます。 
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第４章 実現に向けた基本目標と方針 

４-１ 施策の展開方向 

＜守谷市が目指す望ましい環境像＞を実現するために、「自然環境･生物多様性」、「生

活環境」、「資源循環･廃棄物」、「脱炭素社会･地球環境」、「環境活動･市民行動」の分野に

ついて、守谷市の現状や課題から、５つの基本目標と９つの方針を設定し、環境施策を推

進します。 

４-２ 計画の体系 

 

 

  

【
守
谷
市
が
目
指
す
望
ま
し
い
環
境
像
】 

豊
か
な
自
然
と
快
適
な
暮
ら
し
を
未
来
へ
つ
な
ぐ
ま
ち
・
も
り
や 

関連計画：第二次守谷市緑の基本計画 

関連計画：守谷市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 

個別計画：守谷市地球温暖化対策実行計画（区域施策編･事務事業編） 

基本目標１ 豊かで誇れる自然を未来に守りつなぎます 

 方針１ 残された緑を守り、豊かな自然環境を保つ 

 方針２ 生物多様性の保全に取り組む 

基本目標２ 健康で安心して暮らせる環境を守ります 

 方針３ 安心・快適な暮らしを守る 

 方針４ 地域環境の保全に取り組む 

基本目標３ 無駄なく資源が循環するまちを目指します 

 方針５ 循環型社会づくりを推進する 

基本目標４ 地球にやさしい脱炭素のまちを目指します 

 方針６ 地球温暖化対策を推進する 

 方針７ 気候変動への適応に取り組む 
 

基本目標５ 環境行動が活発なまちを目指します 

 方針８ 環境教育・環境学習を推進する 

 方針９ 環境意識の連携・活性化を進める 
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方針１ 残された緑を守り、豊かな自然環境を保つ 
取組１ 緑地や斜面林の保全と活用の推進 取組３ 里山の保全と活用 

取組２ 公園や街路樹等の整備及び適正管理 取組４ 農地の保全と活用 

方針２ 生物多様性の保全に取り組む 
取組１ エコロジカル･ネットワークの形成 取組３ 希少生物の保護と保全 

取組２ 緑地の保全と活用 取組４ 外来生物の侵入防止と根絶･抑制 

 
方針３ 安心･快適な暮らしを守る 
取組１ 生活マナーの向上と環境美化活動の推進 取組３ 人と犬･猫が快適に共生する社会づくりに向

けた取組の推進 取組２ 空家問題対策の推進 

方針４ 地域環境の保全に取り組む 
取組１ 騒音･振動、悪臭対策の推進 取組３ 化学物質の総合的なリスク対策 

取組２ 水質の監視･観測 取組４ 放射能に対するモニタリング調査の実施 

 
方針５ 循環型社会づくりを推進する 
取組１ ごみの減量化の促進 取組４ 資源物回収、ごみ資源化の普及啓発 

取組２ ごみ分別の取組促進 取組５ ５Ｒへの取組に対する市民･事業者の参画促進 

取組３ 食品リサイクル堆肥化事業への参加促進 

及び食品ロス削減の推進 

 
方針６ 地球温暖化対策を推進する 
取組１ 省エネルギー技術の導入促進 取組３ 市(行政)の脱炭素化に向けた率先行動の実施 

取組２ 再生可能エネルギーの導入促進  

方針７ 気候変動への適応に取り組む 
取組１ 土砂災害や洪水等の危険箇所の周知及び災害 

防止策の実施 

取組３ 自然環境や農業への影響に関する対策 

取組２ 健康被害への対策の推進   

 
方針８ 環境教育･環境学習を推進する 
取組１ 環境教育及び環境学習の推進 取組３ 市の環境への取組に関する情報の発信 

取組２ 自然観察･体験の場や機会の創出･提供   

方針９ 環境意識の連携･活性化を進める 
取組１ 市ホームページや広報もりや等を活用した情報発信  取組３ 事業者による環境配慮活動の促進 

取組２ 市民活動団体や環境ボランティア活動への支援 取組４ 近隣自治体等との連携 

 

▲つくばエクスプレス利根川橋梁上空から守谷市を望む 
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基本目標１ 豊かで誇れる自然を未来に守りつなぎます 

（自然環境･生物多様性分野） 

■ 生物多様性の損失 

人間活動の影響により、過去 50 年間の地球上の種の絶滅は、過去 1,000 万年平均の少

なくとも数十倍、あるいは数百倍の速度で進んでおり、適切な対策を講じなければ、今後

更に加速するとされています。また、「絶滅の危機が高い」とされる種数は、１年前から

比較して約 2,000 種増加し、44,016 種に及ぶという結果が示されています。 

生物多様性国家戦略2023-2030では、

生物多様性損失と気候危機の「２つの

危機」への統合的対応、ネイチャーポジ

ティブ実現に向けた社会の根本的変革

を強調しており、さらに、30by30 目標
＊の達成等の取組により健全な生態系

を確保し、自然の恵みを維持回復、自然

資本を守り活かす社会経済活動を推進

していくことを掲げています。 

 

出典：令和７年版環境白書･循環型社会白書･生物多様性白書（環境省） 

 

  

近年の社会情勢等 

    30 by 30 目標 

国では、2030 年までに、陸と海の 30％以上を健全な生態系として効果的に保全しようとす

る「30by30（サーティ・バイ・サーティ）目標」を掲げ、国立公園等の保護地域の拡張と管理

の質の向上や生物多様性保全に貢献する場所（ＯＥＣＭ＊）の設定･管理に取り組んでいます。 

2030 年までに国土の 30％以上を自然環境エリアとして保全することで、保護地域（国立公

園等）の更なる拡充･管理、保護地域以外の場所（社寺林、企業有林、企業緑地、里地里山等）

でＯＥＣＭの認定により、下図のような効果が期待されます。 

優れた自然環境を有する保護地域を核として、ＯＥＣＭ等を有機的につなぐことにより、生

物の生息･生育空間のつながりや適切な配置を確保する生態系ネットワーク（エコロジカル･ネ

ットワーク）の形成を推進するとともに、重要地域の保全や自然再生＊に取り組み、私たちの

暮らしを支える森里川海のつながりを確保することが重要です。 

 

図 ネイチャーポジティブの概念図 
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■都市化の進展や住宅地開発などにより、身近な緑地や野生動植物の生息･生育環境と

なる自然環境が減少しています。 

■斜面林の放置などにより、市の花のヤマユリなどの野草が見られなくなっています。 

■市内で特定外来生物であるアライグマ、セアカゴケグモ、カダヤシ、オオキンケイギ

ク、オオフサモ等が確認され、また、キョンやナガエツルノゲイトウ等の侵入危険性

もあり、生態系のみならず人間や農林水産業への影響が懸念されています。 

■農地や山林などの管理不良等により、里山を構成する野生生物の生息条件が悪化し

ています。 

■地域コミュニティの減少や高齢化により、地域の活力低下や耕作放棄地の増加が懸

念されています。 

 

■身近な緑地や野生動植物の生息･生育環境となる自然環境を守るため、今ある自然環

境を、引き続き管理･保全していくことが必要です。 

■農業の担い手の育成や、農地の集約化を行い、耕作放棄地の解消を図っていくこと

が必要です。 

■グリーンインフラの考え方を更に発展させ計画的なまちづくりへ活用するとともに、

さまざまな手法の中から実現可能なものを抽出し、市の魅力向上につなげていくた

めの検討が必要です。 

■里山環境が悪化し、生物の生息･生育環境としての森林等の機能が低下する恐れがあ

るため、その対策を検討することが必要です。 

■ペットとして飼われていたアライグマ等が野生化し、在来種＊への影響などが指摘さ

れているため、外来生物の侵入防止や、根絶等に向けた対策の検討が必要です。 

 

 

№ 指 標 
現状値 

(令和６年度末) 

目標値 

(令和 16 年度末) 

１ 一人当たり公園・緑地面積 15.68 ㎡/人 18 ㎡/人 

２ 自然環境に満足している市民の割合 83.5％※１ 85％以上 

３ 耕作放棄地面積 38.1 ha 29.6 ha 

４ 農地の集積率 55.57％ 60.0％ 

５ 公園等里親事業における参加団体数 71 団体 71 団体以上 

※１ まちづくり市民アンケート（令和６年度実施分）より 「問 23 守谷市の自然環境に満足している」と回答し

た割合  

現状 

課題 

目標とする指標 



 

42 

方針１ 残された緑を守り、豊かな自然環境を保つ 

貴重な自然環境である利根川、鬼怒川、小貝川や各所に点在する斜面林などの緑地の

管理･保全を行うとともに、都市の自然環境の保全等によるグリーンインフラの推進や、

生物多様性に配慮した緑地の確保に向けたグリーントラスト＊制度の検討を、市民、市民

活動団体、事業者等との協働により総合的･計画的に進めます。 

また、耕作放棄地の増加防止や、有効活用を行うために、新たな農業の担い手育成や農

地中間管理機構を活用した農地集約化促進などを検討していきます。 

 

 

取組１ 緑地や斜面林の保全と活用の推進 

〇持続的なみどりとして、水源のかん養＊にも効果を発揮する斜面林や平地林、屋敷林、

社寺林の保全を推進します。 

〇斜面林を中心とした保存樹木や保存緑地等の保全整備制度を推進します。 

〇守谷の原風景である「守谷城址公園から守谷野鳥のみち一帯」など、有機的な動植物

連鎖のあるビオトープ＊の維持･保全を推進します。 

○市が所有する緑地等について、市民の交流や学習活動を育む都市環境として活用す

ることを検討します。 

 

取組２ 公園や街路樹等の整備及び適正管理 

〇身近なみどりである公園、まち並みを演出する街路樹や緑地などのみどりの保全･活

用及び整備を図ります。 

〇公園等里親事業＊をはじめとした市民との協働による公園づくりや、市民主体の緑化

活動を継続して支援し、都市の自然環境保全に向けた取組を推進します。 

 

取組３ 里山の保全と活用 

〇多様な主体が参加･協働する取組が自発的に進められるよう、協働と持続性確保のた

めの枠組み･体制の整備を検討します。 

〇里山保全に向けた地域の自発的取組を促すために、機材に関する助成や人材の発掘、

育成等の支援体制の強化を図ります。 

 

取組４ 農地の保全と活用 

〇自らの創意工夫に基づき経営の改善を進めようとする意欲ある認定農業者＊や認定

を受けようとする農業者に対して就農相談等の支援を行い、若手農業者の確保や農

業の担い手の育成に取り組みます。 

〇「守谷生まれの食品推進事業」と連携した地元農産物のＰＲにより、地産地消を推進

していくとともに、農業を切り口とした地域資源を生かす取組を支援します。 

方針１における取組の方向性 

市（行政）の取組 
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〇耕作放棄地解消のために、新たな農業の担い手の育成や農地中間管理機構＊を活用し

た農地集約化の促進、農業経営企業誘致の検討など、農地の有効活用を進めます。 

〇生態系に脅威を与えたり、農産物や生活環境に被害をもたらしたりする有害鳥獣の

対策を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

市民･事業者が取り組めること 

◆市の自然環境保全の取組に、積極的に参加･協力する。 

◆土地所有者はみどりの保全整備事業に協力するなど、農地、山林などの保全に努める。 

◆地域の公園などの維持管理活動に積極的に参加し、みどりに親しむ時間を増やす。 

◆家庭でのプランター菜園やグリーンカーテンなどの身近なみどりを創出する。 

◆地元産の新鮮な農産物を優先的に購入し、地域の農業を応援する。 

◆市の自然環境保全の取組に、積極的に参加･協力する。 

◆事業所敷地内の緑化に取り組む。 

◆開発などを行う際には、自然環境の保全･創造に十分配慮する。 

◆地元の農産物を使用･提供するなど、地産地消＊を取り入れ、地元の農業を応援する。 

    「市民活動と環境保全」 

守谷城址から野鳥のみち周辺はまとまった緑地が残され、市民ボラ

ンティア等により自然と触れ合える環境として整備され、オオタカな

どの野鳥を観察することができます。 

市の花である「やまゆり」は、かつては市内の至る所にありました

が、現在では自生地が少なくなりました。 

しかし「やまゆり公園」では、市民団体による実生からの育成管理

などにより広域的に群落を形成していたり、また、同地地区の斜面林

では、消滅が危惧されたやまゆりが森林ボランティアによる間伐管理

の結果、日照条件が改善し復活したりしています。 

都市開発でかろうじて残された湧水や小川周辺でも、市民による適

正管理が行われている場所ではホタルを観察することもできます。 

守谷での大規模な開発は一段落しましたが、残された自然を守り未来につなぐために、市民

団体の役割はますます大きくなっていくと考えられます。 

▲市の花 やまゆり 
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方針２ 生物多様性の保全に取り組む 

私たちは、生物の多様性の恩恵を受けて生活していますが、人間活動の発展と拡大が

地球規模での生物多様性の減少を招いています。生物多様性を確保していくためには、

都市における緑地の量の確保に加え、動植物の生息･生育環境を改善するなど、緑地の質

の向上を図り、里山の環境を維持していく必要があります。そのために、守谷市のもつ地

域資源を持続的に活用し、さらに地域の協力を得て自然を守り育てながら、様々な市民

活動団体と連携することにより、本市の生物多様性の保全を推進していきます。 

有識者や市民活動団体等と協力して、本市の自然生態系を把握するため調査方法を検

討するとともに、外来生物への対策においても、緊急に対処が必要な生物の侵入防止や

根絶等に向けた取組を関係機関と連携して進めていきます。 
 

 

取組１ エコロジカル･ネットワーク＊の形成 

〇優れた自然条件を有する守谷野鳥のみちや稲戸井調節池、守谷市役所周辺、その他

農地などを、生物多様性の拠点（コアエリア）として位置づけつつ、野生生物の移動･

分散を可能とするため、コアエリア間を河川や緑道などの生態的回廊（コリドー）で

相互連結させ、多様性のあるみどりをつなぐエコロジカル･ネットワークを形成しま

す。 
 

取組２ 緑地の保全と活用 

〇生物多様性を持続的に確保するため、多様な生物の生息地となるみどりの保全を推

進し、質の向上を図り、多様な生物が生息･生育可能なみどりの確保を図ります。 

○エコロジカル･ネットワーク形成に向け、生態的回廊（コリドー）として活用可能な

緑地の保全及び活用を図ります。 
 

取組３ 希少生物の保護と保全 

〇希少生物の保全は生物多様性地域戦略において重要な課題であるため、絶滅のおそ

れがある野生生物の生育状況について、環境省版レッドリストに対応した「茨城県版

レッドリスト」を活用し、市民や事業者などへ周知を図るとともに、絶滅のおそれの

ある野生生物の保全の重要性を啓発します。 

○希少生物の保全のための研究や活動について支援します。 
 

取組４ 外来生物の侵入防止と根絶･抑制 

〇外来生物の侵入は、生態系や在来生物のみならず人間や農林水産業まで幅広く悪影

響を及ぼすため、外来生物に関する意識啓発を図り、外来生物の侵入防止と根絶･抑

制を行います。 

○外来種による被害を防止するための被害予防の三原則＊を引き続き啓発し、在来生物

を守り、生物多様性を維持します。  

方針２における取組の方向性 

市（行政）の取組  
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市民･事業者が取り組めること 

◆生物多様性の保全の必要性を認識し、保全活動に積極的に参加する。 

◆自然観察会に参加するなど、地域の身近な自然環境や生きものに関心を持ち、生物多様

性への理解を深める。 

◆生態系の破壊などの危険性を認識し、外来種の取り扱いに十分注意する。 

◆外来生物の防除に向けて、発見時の連絡や駆除に協力する。 

◆生物多様性の保全の必要性を認識し、保全活動に積極的に参加する。 

◆生物多様性を保全するための市民の活動や行政の取組を支援する。 

◆開発などを行う際は、生物多様性の保全に十分配慮する。 

◆外来生物の防除に向けて、発見時の連絡や駆除に協力する。 

    市民参加による自然調査 

平成４年から５か年にわたって、市全域の自然調査(植物･昆虫･

鳥類の３分野)が行われ、「もりやの自然誌」がまとめられました。 

この調査の最大の特徴は、各分野の専門家に加えて、市民ボラン

ティアを公募し調査を実施したことです。それによって、広域での

植生の精密な調査、昆虫や鳥類の市内全域にわたる分布調査や特徴

的な種の精密な調査を行うことが可能となりました。 

この調査活動を通じて市民の環境意識が向上した結果、里山保全

など多くのボランティア活動が自然発生し、それが、現在の守谷の

豊かな自然につながっています。 
 

    守谷市の特定外来生物「アライグマ」・有害鳥獣「イノシシ」 

特定外来生物のひとつに「アライグマ」がいます。アライグマ

は、主に昭和５０年代にペットとして輸入されたものが野生化

し、近年では農作物への被害や建物内への侵入など、わたしたち

の身近な生活に大きな影響を与えています。 

市では、「アライグマ」の防除対策を進めています。猟友会の

協力により結成された「鳥獣被害対策実施隊」（以下「実施隊」）

と連携して、積極的な捕獲活動に取り組んでおり、また、市民の

方にアライグマ捕獲用の檻の貸し出しも行っています。 

実施隊では、外来生物以外にも、鳥獣被害防止計画に基づき「イ

ノシシ」などの有害鳥獣の捕獲を行っており、農作物被害の軽減

と良好な生活環境の維持に努めています。 

▲もりやの自然誌 

▲イノシシ 

▲アライグマ 
（監視カメラによる夜間撮影） 
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基本目標２ 健康で安心して暮らせる環境を守ります 

（生活環境分野） 

■ ＰＦＡＳ等の化学物質対策 

有機フッ素化合物であるＰＦＡＳ（ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロア

ルキル化合物）は、人体へのコレステロール値の上昇、発がん、免疫系等との関連が報告

されています。そのうち、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡについては、令和６年６月に内閣府食品

安全委員会がまとめた「有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）に関する食品健康影響評価書」や

水道におけるＰＦＯＳ＊及びＰＦＯＡ＊に関する全国調査結果等が公表されています。 

また、ＰＦＡＳと健康影響の関連性を明らかにするために「ＰＦＡＳに関する総合研

究」が実施されるなど最新の科学的知見に基づき、専門家による検討が進められていま

す。 

 

■ 動物の愛護及び適正な管理 

国では、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、ペットショップ等の事業者に

対する規制を行うとともに、動物の飼養に関する幅広い普及啓発を展開することで、動

物の愛護と適正な管理の推進を図ってきました。 

また、広く国民に動物の愛護と適正な飼養について啓発するため、関係行政機関や団

体との協力の下、「子どもも大人も一緒に考えよう、私たちと動物」をテーマに、動物愛

護週間中央行事としてシンポジウムや、関係者による屋外ブース出展といった「どうぶ

つ愛護フェスティバル」を開催したほか、多くの関係行政機関等においても様々な行事

が実施されました。 

他には、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律（ペットフード安全法）」の内

容について、普及啓発を行い、飼い主への正しいペットフードの扱い方に関する知識の

普及やペットフードの安全性の確保を図っています。 

 

 

  

近年の社会情勢等 

    ＰＦＡＳの動向 

ＰＦＡＳとは、主に炭素とフッ素からなる Per-and poly-fluoroalkyl substances（ペルフ

ルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物）の略で、水や油をはじく特性を持つ

人工化学物質の総称です。世界共通の定義はなく、ＰＦＡＳと称される物質は 1 万 2000 種類

とも 700 万種類ともいわれています。これらの物質の中には撥水･撥油剤、界面活性剤、半導

体用反射防止剤など、さまざまな用途で使用されているものもあります。しかし、一部の物質

に人や環境への蓄積や残留性、また排出地点から遠く離れた地域まで運ばれることなどが分か

り、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（ＰＯＰｓ条約）の下で、国際的な使用

制限や製造禁止、およびその検討がされているところです。 

（出典：国立研究開発法人 産業技術総合研究所） 
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■幹線道路沿いや公園などで、ごみや空き缶、たばこの吸殻が散乱している状況が見

られます。 

■環境美化の重要性など環境に対する意識を啓発するために、市民との協働による清

掃･美化活動を定期的に実施しています。 

■昭和56（1981）年以降に建築数が著しく増加したため、今後老朽建築物が急増し、空

家が増加することが予想されています。 

■市内の騒音･振動は、概ね環境基準を満たしていますが、河川等水質、地下水質は、

年度や測定地点によっては、環境基準を上回る測定結果が出ています。 

■東日本大震災発生に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故により放射性物質が守

谷市に降下しましたが、市内の幼児施設、学校、公園等における放射線量の測定値は

国の示す基準である毎時0.23マイクロシーベルトを大幅に下回る値で安定していま

す。 

 

■幹線道路沿いや公園利用に関するマナー向上を推進する取組を重点的に実施する必

要があります。 

■環境美化活動については、多くの市民に参加を促すとともに、活動に関する情報発

信をより積極的に行う必要があります。 

■中古住宅の活用や、管理不全空家への対応強化など、空家の活用と適切な管理を進

めるために、空家の実態把握調査や、空家利活用の方針の明確化に努める必要があり

ます。 

■市内の騒音･振動、河川等水質、地下水質について継続的なモニタリングを行い、環

境基準を上回る場合には、基準を満たすように環境の改善に取り組むことが求めら

れます。 

■放射線量の測定値は大部分で国の示す基準を下回る値で安定していますが、監視を

引き続き行っていく必要があります。 

  

現状 

課題 
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№ 指 標 
現状値 

(令和６年度末) 

目標値 

(令和 16 年度末) 

１ 良好な生活環境が保たれていると思う市民の割合  77.4％※１ 84％以上 

２ 公害苦情受付件数 153 件 129 件以下 

３ 要請限度＊超過件数(自動車騒音、振動調査) ０件※２ ０件 

４ 狂犬病予防注射接種率 84.8％ 85％以上 

※１ まちづくり市民アンケート(令和６年度実施分)より「問 22 生活環境が良好に保たれている」と回答した割合 

※２ 守谷市環境報告書（令和７年度版）における令和６年度実績値 

 

 

  

目標とする指標 

    守谷市で行われている「清掃活動」 

守谷市では、環境美化を目的としたボランティア団体を中心に、市民の方や自治会･町内会、

企業等と協働で市内の清掃活動を実施しています。 

環境美化活動 

 ・活動日 ６月、９月、１２月の第１日曜日 

・内 容 自治会･町内会を中心とした地域の方々

で、道路や公園等のごみ収集を行います。

市が管理している公園の樹木剪定、道路清

掃（路肩等の土砂撤去や簡単な除草作業

等）を行っていただいている自治会・町内

会もあります。 

その他にも、自主的に清掃活動を行ってくださる市民活動団体もあります！ 

もりやをきれいにしよう会 

「守谷がさらに住みやすい街になるように、不法投

棄される場所を減らしたい」という思いから、市内の

交差点や高速道路の側道、公園等のごみ拾いを行って

います。 

・活 動 日 原則毎月第１土曜日 ※夏季冬季除く 

・活動場所 市内の不法投棄が多い場所 

 （広報もりやに掲載 ※実施月の前月号） 

守谷駅前クリーンズ 

守谷駅前を市民自身できれいにし、守谷に訪れた

方々を歓迎する気持ちを表すとともに、市民及び守谷

駅を利用する方々のポイ捨て防止や環境美化に対す

る意識の向上を目的として、活動しています。 

・活 動 日 毎月第３日曜日 

・活動場所 守谷駅周辺 
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方針３ 安心･快適な暮らしを守る 

つくばエクスプレスの開通や松並土地区画整理事業に伴う分譲住宅･マンションの供

給による人口増加傾向が続いており、生活環境も都市化してきています。今後は、環境に

配慮した生活や社会活動の推進により、自然環境と調和した快適な生活が送れる取組を

検討していきます。 

近年予定されている、東京ヤクルトスワローズ二軍球場の開業、（仮称）守谷ＳＡスマ

ートインターチェンジの供用開始、都市軸道路利根川橋梁の建設等により、市外からの

流入人口の増加が見込まれ、それに伴って、稲戸井調節池や河川敷への不法投棄事案の

増加が懸念されるため、環境美化活動や不法投棄防止に向けた取組を進めます。 

また、放置された空家は、防犯上のリスクが高まるだけでなく、周辺地域に対する生活

環境の悪化を招く恐れがあるため、空家の適正管理や有効活用を検討していきます。 

犬や猫等のペットの飼育については、ルールやマナーの周知啓発を行うことで、周囲

の人に迷惑をかけることなく、ペットと快適に暮らせる環境づくりに取り組みます。 

 

取組１ 生活マナーの向上と環境美化活動の推進 

〇生活マナーの向上や環境美化活動への参加を促すための広報･周知活動をします。 

〇関係機関と連携して、ごみの不法投棄防止のためのパトロールの強化や啓発活動を

行います。 

 

取組２ 空家問題＊対策の推進 

○空家の所有者のみならず市民に広く空家問題を周知することで、空家発生の予防･抑

制を目指すと同時に、空家等の利活用促進のために、空家バンク＊の認知度の向上を

図ります。 

○管理が不全な空家は、周辺環境にも様々な悪影響を及ぼすこととなるため、所有者

等に対して適正管理の意識向上を図るための働きかけを行い、管理不全空家等の解

消に努めます。 

 

取組３ 人と犬･猫が快適に共生する社会づくりに向けた取組の推進 

〇アニマルウェルフェア＊（動物福祉）の観点から、動物たちが幸福で快適に暮らせる

環境づくりを進めるとともに、ペットの飼育のルールやマナーの遵守について、市ホ

ームページや広報もりや、ＳＮＳ等を活用して啓発していきます。 

〇法律で義務付けられている飼い犬の登録や狂犬病予防接種の徹底について、市ホー

ムページや広報もりや、ＳＮＳ等を活用して周知します。 

〇地域で暮らしている飼い主のいない猫との共生（地域猫活動＊）を目指し、周辺の生

活環境被害や飼い主のいない子猫の発生を防止するために、守谷市動物愛護協議会

と連携し、野良猫の繁殖制限を目的としたＴＮＲ活動を推進します。  

方針３における取組の方向性 

市（行政）の取組 
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市民･事業者が取り組めること 

◆ごみやたばこのポイ捨て･歩きたばこをしないなど、ルールやマナーを守る。 

◆日常生活の中で発生する悪臭や騒音･振動などについて、近隣への配慮を心がける。 

◆自分が住んでいる地域の清掃、まちの美化活動に積極的に参加する。 

◆快適な生活環境を守るため、住居や所有地を適正に管理する。 

◆地域住民に迷惑をかけないように責任をもってペットと暮らす。散歩時は、排泄物の処

理を忘れずに行う。 

◆ペットを飼うときは最後まで責任をもって飼養する。 

◆事業所やその周辺の清掃、まちの美化活動に積極的に参加する。 

◆不法投棄の監視に協力し、発見したら関係機関にすぐに通報する。 

◆事業所の建物や看板は、周辺の景観に配慮したものにする。 

◆快適な生活環境を守るため、建物や所有地を適正に管理する。 

    「ＴＮＲ活動」 

守谷市動物愛護協議会では、市内における飼い主のいない

猫の不妊去勢手術を進めるため、手術費用に対する助成を行

っています。 

「野良猫が増えて困る、糞尿被害に困っている、子猫を保

護してほしい」など、飼い主のいない猫についての相談が寄

せられますが、全てに対応することは難しい状況です。さら

に、猫は繁殖力が非常に強く、子猫も殺処分の対象となって

しまうことがあります。 

このような問題への対応策として、守谷市動物愛護協議会では、野良猫の繁殖制限を目的と

したＴＮＲ活動を推進しています。 

ＴＮＲ活動とは？ 

猫を捕まえ（Trap）、不妊去勢手術をし（Neuter）、元の場所へ戻す（Return）ことにより、

殺処分をすることなく自然に野良猫の頭数を減少させ、トラブルを未然に防ぐ、人にも猫にも

優しい方法による活動です。 

★未手術の猫と区別するために、手術の際に片方の耳先をカットしま

す。カットした耳の形が桜の花びらに似ているため、「さくら猫」と

呼ばれます。（右写真参照） 

 

 

※詳細につきましては、市ホームページをご確認ください。 
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方針４ 地域環境の保全に取り組む 

騒音･振動、水質の現況を調査･把握することにより、公害などの発生を未然に防止す

るとともに、発生した場合には必要な対応を速やかに行うことで、市民の健康を守り、良

好な生活環境を保全します。また、環境汚染だけでなく健康被害を引き起こす有害物質

についても情報収集を行い、適切な情報発信を行います。 

空間放射線量については、測定結果を市ホームページ等で公開し市民に分かりやすい

形で情報提供や注意喚起を行います。また、市民に対して放射線量計の貸出を実施する

ことで、市民の安心感を高めます。 
 

取組１ 騒音･振動、悪臭対策の推進 

〇工場･事業場に係る「騒音規制法」、「振動規制法」、「悪臭防止法」に基づく規制が適

切に行われるように、県や関係機関と連携し、呼びかけや対策を検討します。 

〇自動車騒音については、主要幹線道路沿いにおいて常時監視を行うとともに、自動

車利用のマナー向上に向けた普及啓発を行います。 

〇不正改造車やオートバイの爆音走行による騒音を防止するため、関係機関と連携し、

対策を検討します。 

 

取組２ 水質の監視･観測 

〇河川等の公共用水域における水質の汚濁状況及び地下水質調査、地下水放射性物質

調査、農業用水路･河川水質調査を継続して実施していきます。 

〇事業活動に伴う適正な排水処理の呼びかけや水質汚染の防止に取り組みます。 

 

取組３ 化学物質の総合的なリスク対策 

〇化学物質による環境リスクを低減するために県が実施している取組と連携し、事業

者による化学物質の自主的な管理の適正化を促進します。 

〇近年注目が高まっているＰＦＡＳ等の有害な化学物質について、情報収集に努め、

適切な情報発信を行うなど、市民の不安軽減につながる広報･啓発を行います。 

 

取組４ 放射能に対するモニタリング調査の実施 

〇原子力規制委員会＊が設置する市の敷地内のモニタリングポストで継続的に測定さ

れる空間放射線量＊を、県と連携して監視していきます。 

〇プロムナード水路の放射線量を継続して測定し、その結果を公表していきます。  

方針４における取組の方向性 

市（行政）の取組 
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市民･事業者が取り組めること 

◆騒音･振動、悪臭などにより、近隣への影響を及ぼさないよう気をつける。 

◆エコドライブを実践し、大気汚染の原因となる自動車の排気ガスを減らす。 

◆日常生活において食べ残しや廃油をそのまま排水口に流さず、合成洗剤も必要以上に使

わないようにする。 

◆化学物質や放射性物質に関する正しい知識を身につける。 

◆事業活動から生じる騒音･振動の低減や悪臭の発生防止に努め、関係法令を守る。 

◆法令を遵守し、有害物質の環境中への排出を抑制する。 

◆事業所でエコドライブを実践し、大気汚染の原因となる自動車の排気ガスを減らす。 

◆農薬や除草剤、化学肥料の使用量を少なくする。 

    「市内一斉ノーマイカーウィーク」 

守谷市では、平成２２年度から地球温暖化防止を目的とした「市内一斉ノーマイカーウィー

ク（マイカーでの通勤を自粛する週）」を実施しています。実施期間中、自家用車の代わりに、

公共交通･徒歩･自転車などを利用することで、市民･事業所･行政が一体となって、「環境にや

さしいまち」を目指す取組を行っています。（実施期間中、２日以上、自家用車の利用自粛へ

のご協力をお願いしています。） 

★参加するメリット★ 

・二酸化炭素の排出量を削減して地球環境の保全に貢献！ 

・徒歩や自転車で移動することで健康習慣が身につく！ 

・自転車に乗らないことで燃料代が節約できる！ 

・交通渋滞を減らして誰もが暮らしやすいまちを実現！ 

【近年の取組状況（令和６年度までの状況）】 

■事業所 ■市役所職員 

  
※市役所職員の対象者数について、令和６年度から会計年度任用職員を含めて実施しました。 

※令和２年度から令和４年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止しました。 
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基本目標３ 無駄なく資源が循環するまちを目指します 

（資源循環･廃棄物分野） 

■ 循環経済（サーキュラーエコノミー）の実現に向けた取組 

世界の状況に目を向けると、欧州連合（ＥＵ）が 2015 年 12 月に「サーキュラーエコ

ノミー･パッケージ」を公表し、その中で循環経済の概念を打ち出しました。循環経済と

は、「資源（再生可能な資源を含む。）

や製品の価値を維持、回復又は付加す

ることで、それらを循環的に利用する

経済システム」とされ、これまでの大

量生産・大量消費・大量廃棄型の経済・

社会様式につながる一方通行型の線

形経済から、持続可能な形で資源を効

率的・循環的に有効利用するシステム

の形成への移行が求められています。 
 

■ プラスチックごみの削減 

プラスチックは安価かつ丈夫で便利な素材であり、私たちの生活に大量に利用されて

いる一方で、海洋プラスチックごみ＊による海洋汚染が世界的な問題となっています。

2022 年に開催された国連環境総会において、海洋環境等におけるプラスチック汚染に関

する条約の策定に向けた委員会を立ち上げる決議が採択されました。欧州連合（ＥＵ）で

は、2021 年に非リサイクル性プラスチックに対する課税の方針を立ち上げたほか、2030

年までにすべての包材を再利用やリサイクルが可能とすることを目指しています。 

■ 食品廃棄物等＊･食品ロス 

食品廃棄物等は、飼料・肥料等への再生利用や熱・電気に転換するためのエネルギーと

して利用できる可能性があり、循環型社会及び脱炭素社会の実現を目指すため、「食品循

環資源の再生利用等の促進に関する法律」等により、その利活用を推進されています。 

本来食べられるにもかかわらず廃棄されている食品、いわゆる「食品ロス」の削減のた

め、2024 年 10 月には、群馬県及び全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会、関係

省庁により「第８回食品ロス削減全国大会」が開催され、食品ロスの削減に向けて関係者

間の連携が図られています。また、食品ロス削減と食品循環資源のリサイクルにより食

品廃棄ゼロを目指すエリアの創出のための先進的事例を支援し、広く情報発信･横展開を

図ることを目的に、地方公共団体や事業者等に対し、技術的･財政的な支援等が行われて

います。 

国の「第五次循環基本計画」においては、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）のターゲッ

トを踏まえて、家庭から発生する食品ロス量を 2030 年度までに 2000 年度比で半減する

との目標が定められています。  

近年の社会情勢等 

出典：環境省 
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■令和５年度における守谷市の家庭ごみの排出量は15,067トンとなっており、減少傾

向となっています。また、家庭ごみの１人１日当たりの排出量も令和２年度以降大幅

に減少し、令和５年度では585g/人･日となっています。 

■資源物の分別の不徹底や、紙類やビン類などの素材そのものの生産量が減少してい

るため、本市の資源化率は平成24年度以降減少傾向となっており、令和５年度の資源

物（集団回収、行政回収）の資源化率は17.5％となっています。 

■生ごみについては、平成20年度から食品リサイクル堆肥化事業を開始し、堆肥化施

設への搬入量が増加を続けていましたが、近年は横ばい傾向となっています。 

■リチウムイオン電池を使用した製品が廃棄物として処理される過程で、分別の不徹

底による火災事故等が発生し、施設の重大な損害に加え、処理の停滞が発生するな

ど、廃棄物の処理体制そのものへの影響が懸念されています。 

 

■家庭ごみ及び事業系ごみを合わせたごみの総排出量については、令和２年度以降減

少傾向にありますが、資源投入量＊や消費量の最小化、廃棄物の発生抑制等を目指す

循環経済への移行をさらに進めるためにも、市民･事業者･行政が連携してごみの減

量に取り組むことが必要です。 

■ごみの分別によってごみの減量化やリサイクルが進んでいることを理解してもらう

ため、情報発信による啓発が求められます。 

■食品リサイクル堆肥化事業を活発化させ、参加者を増やすためのＰＲ活動が求めら

れます。 

■リチウムイオン電池がどのような製品に使用されているかを具体的に示し、発火の

危険性や、自治体が廃棄物を処理する過程で火災事故の原因となり、施設の損壊、廃

棄物処理が停滞する危険性についても注意喚起を行うことが求められます。また、適

正な分別方法について十分な周知を行うことも必要です。 

 

 

№ 指 標 
現状値 

（令和６年度末） 

目標値 

（令和 16 年度末） 

１ １人１日当たりのごみ排出量 722 g/人日※ 650 g/人日以下 

２ 生ごみ堆肥化事業参加世帯数 5,747 世帯 6,096 世帯 

３ 資源化率 15.7％※ 20％以上 

※守谷市環境報告書（令和７年度版）における令和６年度実績値 

  

現状 

課題 

目標とする指標 
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    常総環境センター＊で火災事故が発生（令和６年１２月） 

令和６年１２月９日に常総環境センターで火災

が発生しました。 

この施設は、守谷市、常総市、取手市、つくばみ

らい市の４市で共同運営しているものです。 

火災事故報告書によると、原因の特定はされて

いませんが、燃え方や、過去に同様のケースがあ

ったことを踏まえると、不燃ごみの処理中にリチ 

ウムイオン電池が破砕されたことによる発火が原因と推察されています。この事故で作業員１

名が火災による煙を吸い込み救急車にて搬送されましたが、幸いなことに健康に異常はありま

せんでした。 

この火災による不燃ごみ処理設備の焼損によって、現在も不燃ごみを処理することができて

いません。 

今後の見通しについては、復旧時期が令和９年９月、復旧工事や外部搬出にかかる経費は約

60 億円で、そこから保険適用分を除いた約 40億円が実質的な負担額と見込まれています。 

ごみは普段の生活からとどまることなく発生します。常総環境センターに集められた不燃ご

みは、自力で処理することができないため、県外の民間廃棄物処理施設に運んで処理をお願い

しています。そのためには多額の委託費用が必要となり、それが長期間に及ぶことになります。 

そこで常総環境センターでは、火災事故防止と外部への搬出量を減らすため、令和７年４月

から不燃ごみの出し方を変更し、「金属類、割れ物」と「ビニール、プラスチック製容器包装

以外のプラスチック類」に細分化して収集を行っています。 

循環型社会の構築のためには、日々の暮らしの中で、私たちにできることを意識して行うこ

とが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 ▲消火活動の様子 ▲破砕物搬送コンベヤ（通常時･焼損時） 
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方針５ 循環型社会づくりを推進する 

「守谷市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」に基づき５Ｒに取り組み、持続可能な循環

型社会＊の形成を促し、ごみの減量化を推進します。 

また、再生利用が可能な資源物についても、分別の指導や周知を行うとともに、集団回

収の支援や生ごみの堆肥化等にも継続して取り組み、さらなる資源化を進めます。 

廃棄物の適正処理を徹底するために、不適正処理への対応強化や不法投棄対策、有害

廃棄物対策を推進します。 

 

取組１ ごみの減量化の促進 

〇ごみの減量化につながる取組等について、市ホームページや広報もりやだけでなく、

ＳＮＳ等を活用し、分かりやすい内容で周知･啓発を行います。 

〇マイバッグ、マイボトルやマイカップ（自分の水筒、タンブラー、コップ等）の普及

に関する取組を促進し、ごみの排出抑制を図ります。 

〇ごみの減量化を進めるため、再生利用が可能な資源物の種類の拡大を検討します。 

 

取組２ ごみ分別の取組促進 

〇ごみの適正処理に関する意識の醸成を図ることを目的に、常総環境センターの工場

見学をはじめ、環境学習講座や出前講座等を実施します。 

〇本市に転入してきた方、一人暮らしを始める方などを対象として、ごみの分別方法

が分かる動画を活用するなど、効果的な周知啓発について検討します。 

〇適切な分別方法を検索できるごみ分別アプリなどの活用を検討します。 

〇廃棄物の処理過程等で発火の原因となりうるリチウムイオン電池について、その危

険性や分別排出方法の周知徹底を図るとともに、拠点回収場所の増設を検討します。 

 

取組３ 食品リサイクル堆肥化事業への参加促進及び食品ロス削減の推進 

〇食品ロスの削減に向け、茨城県や関係機関と連携しながら、適切な買い物の仕方や

食べ残し削減等についての行動を周知啓発します。 

〇社会福祉協議会と連携し、市内に設置されている「きずなＢＯＸ（食品収集箱）」に

関する情報を周知するなど、取組の支援を行います。 

 

取組４ 資源物回収、ごみ資源化の普及啓発 

〇ごみの資源化を推進するための情報発信や啓発活動を継続して行います。 

〇資源物の適切な分別に関する動画を活用した周知啓発について検討します。 

〇資源の有効活用を行うため、使用済み小型家電の拠点回収場所の増設を検討します。  

方針５における取組の方向性 

市（行政）の取組 



 

57 

取組５ ５Ｒへの取組に対する市民･事業者の参画促進 

〇地域において資源循環の推進を担う人材の育成･確保、様々な場での教育や関連機関

との連携を促進するための施策を検討します。 

〇個人の意識を高め、問題意識を持てるような情報発信の方法や、実際の行動に移せ

るような仕組みづくりを進める施策の検討を行います。また、新しい技術やサービス

を活用しながら、若者世代における新たな生活様式の変化を踏まえた検討を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民･事業者が取り組めること 

◆生ごみは水分をよく切り、ごみの減量化に努める。 

◆ペットボトル、ビン、缶、古紙などをしっかり分別し、資源物として再利用する。 

◆計画的に買い物をしたり、調理を工夫して食品ロスの削減に努める。 

◆過剰包装商品を避け、詰替え商品やエコマーク商品など、環境保全に取り組んでいる商

品を優先的に選ぶ。 

◆マイバッグやマイ箸、マイカップ、マイボトルなど、繰り返し使えるものを使う。 

◆マイバッグの呼びかけと合わせて、商品の簡易包装に努める。 

◆食品ロスを出さない調理やメニューの提供、食品の量り売りに取り組む。 

◆ペーパーレス化などにより、省資源化に取り組む。 

◆原材料やサービスなどを調達する際は、環境負荷の小さいものを優先的に選択する。 

◆資源循環に配慮した製品の設計、製造、販売やリサイクル製品の積極的な使用に努める。 

    常総環境センターの工場見学に行ってみよう 

常総環境センターでは、市民の皆さんに、ごみの分

別方法や収集された後のごみ処理の流れなどについ

て知ってもらうために、工場見学を無料で実施してい

ます。 

小学生の校外学習はもちろんのこと、自治会･町内

会、婦人会などからの申し込みも多くなっています。 

守谷市に転入したばかりで、分別の方法についても

っと知りたいという方にもおすすめです。 

申し込み方法については、常総環境センターの公式ホームページをご覧ください。 

ＵＲＬ：http://www.jyouso-koiki.or.jp/kankyo/kengaku.html 
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基本目標４ 地球にやさしい脱炭素のまちを目指します 

（脱炭素社会･地球環境分野） 

■地球温暖化の現状 

2024（令和６）年の世界の年平均気温は観測史上最高となり、世界規模で異常気象が発

生し、大規模な自然災害が増加するなど、気候変動問題は、人類や全ての生き物にとって

の生存基盤を揺るがす「気候危機」とも言われる状況です。日本においても、2024（令和

６）年は史上最高の年平均気温を観測したことに加え、農産物の収量及び品質の低下、熱

中症のリスク増加等、気候変動の影響が全国各地で現れています。 

気候変動による深刻な影響に対し、2015（平成 27）年のＣＯＰ＊21（国連気候変動枠組

条約＊第 21 回締結国会議）において、①世界の平均気温上昇を工業化以前から２℃以内

に抑えるという「２℃目標」、さらに努力目標としては「１.５℃目標」を設定し、②すべ

ての国が削減計画を５年ごとに提出することを義務付け、③各国の実施状況についてレ

ビューを行い、④５年ごとに世界全体での実施状況を検討することなどを内容とする「パ

リ協定」が採択されました。 

気候変動問題に関わる、科学的、技術的、社会経済的な知見の評価を行う専門家で構成

されるＩＰＣＣ＊（気候変動に関する政府間パネル）が 2021（令和３）年８月に発表した

「ＩＰＣＣ第６次評価報告書 第１作業部会報告書」では、「人間活動が主に温室効果ガ

スの排出を通して地球温暖化を引き起こしてきたことには疑う余地がない」とされ、今

世紀末までに 3.3～5.7℃の気温の上昇(ＳＳＰ5-8.5)が予測されています。 

 

 
出典：全国地球温暖化防止活動推進センター  

近年の社会情勢等 
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■再生可能エネルギーの拡大 

太陽光･風力･地熱･中小水力･バイオマス＊といった再生可能エネルギーは、温室効果ガ

スを排出せず、国内で生産できることから、エネルギー安全保障にも寄与できる有望か

つ多様で、重要な低炭素の国産エネルギー源です。 

国では、再生可能エネルギーの主力電源化を徹底し、地域との共生や国民負担の抑制

を図りながら最大限の導入を促すとしており、電源構成＊に占める再生可能エネルギーの

割合を、令和５（2023）年度の約 22.9％から令和 22（2040）年度までに４～５割程度ま

で引き上げるとしています。 

 
出典：環境省「こども環境白書 2019」 

■気候変動に伴う年平均気温の変化 

気象庁の報告によれば、2024（令和６）年も世界各地で様々な気象災害が見られまし

た。また、世界気象機関（ＷＭＯ＊）は、2024（令和６）年が観測史上最も暑い年となり、

世界の年平均気温が工業化前と比べて約 1.55℃上昇と、単年ではありますが史上初めて

1.5℃を超えたことを発表しました。 

日本においては、夏（６～８月）の平均気温平年差は東日本で＋1.7℃となり、1946（昭

和 21）年の統計開始以降、夏として東日本では 1 位タイの高温となりました。 

 
図 日本の年平均気温偏差の経年変化（1898～2024年） 

※折れ線（黒）は国内 15観測地点における年平均気温の基準値からの偏差を平均した値を示している。折れ

線（青）は偏差の 5 年移動平均値、直線（赤）は長期変化傾向（この期間の平均的な変化傾向）を示して

いる。基準値は 1991～2020 年の 30年平均値。 

出典：気象庁「日本の気候変動 2025」  
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■本市においては、2020（令和２）年に関東甲地域の公共団体と民間事業者で構成され

た「廃棄物と環境を考える協議会」と連名でゼロカーボンシティを表明し、2050（令

和32）年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指しています。 

■守谷市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）での2030（令和12）年度の温室効果ガ

ス（二酸化炭素）削減目標は、約43.1万ｔ-CO２（2013（平成25）年度比47％削減）で

すが、本市における2022(令和４)年度の二酸化炭素排出量は、63.0万t-CO２でした。 

■熱中症による救急搬送人員数は全国的にも増えています。茨城県の熱中症による救

急搬送状況の推移（令和２年から令和６年）をみると増加傾向となっており、令和６

年の救急搬送人員数は1,989人となっています。 

 

 
図 守谷市の部門別ＣＯ２排出量の推移 

出典：環境省 

 

 
図 令和２年～令和６年 熱中症による救急搬送状況（茨城県） 

出典：総務省消防庁  
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■環境省の再生可能エネルギー情報提供システム「ＲＥＰＯＳ」によると、守谷市は太

陽光発電の導入ポテンシャルが高いため、太陽光発電を中心に再生可能エネルギー

の導入目標を設定していますが、さらなる脱炭素化に向けて、そのほかのクリーンエ

ネルギーの検討も進める必要があります。 

■守谷市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）での2030（令和12）年度の温室効果ガ

ス削減目標は、約43.1万t-CO２（2013（平成25）年度比47％削減）、さらに2050（令和

32）年までに二酸化炭素排出量の実質排出量ゼロに向けて更なる取組が求められて

います。 

■気候変動による健康影響は、熱中症などの暑熱環境による健康被害、集中豪雨など

の自然災害による人的被害、水や食物、蚊などの媒介による感染症の増加などがあ

り、「地球の健康」と「人の健康」を相互に捉え、「プラネタリー･ヘルス＊」の視点か

ら地球環境問題に取り組むことが求められます。 
 

 

№ 指 標 
現状値 

（令和６年度末） 

目標値 

（令和 16 年度末） 

１ 守谷市の二酸化炭素排出量 63.0 万 t-CO2
 ※１ 38.7万 t-CO2

  

２ 
市が行う事務事業によって排出される温室

効果ガス（二酸化炭素）の総排出量 
5,684 t-CO2

 ※2 2,862 t-CO2
  

３ クーリングシェルター協力施設数 46 施設 52 施設以上 

※１ 環境省「部門別ＣＯ2排出量の現況推計（2022（令和 4）年度）」の数値 

※２ 守谷市環境報告書（令和７年度版）における令和６年度実績値 

 

  

課題 

目標とする指標 

    デコ活 

デコ活とは、地球温暖化対策として、暮らし

を豊かにしながら二酸化炭素（CO₂）を減らす

（DE）脱炭素（Decarbonization）と、環境に良

いエコ（Eco）を含む"デコ"と活動･生活を組み

合わせた新しい言葉です。 

2050年カーボンニュートラル及び 2030年度

削減目標の実現に向けて、国民･消費者（生活

者）の脱炭素に向けた行動変容、ライフスタイ

ル転換を促すため、国民運動として 2022 年 10

月に始まりました。 

夏の暑さや冬の寒さを我慢してまで節電や省エネなどに取り組むのではなく、環境にやさし

い商品やサービスを上手に生活に取り入れることで、快適で健康な生活を送りながら脱炭素を

実現することが大切です。 

出典：デコ活 ウェブサイト 
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方針６ 地球温暖化対策を推進する 

ゼロカーボンシティを実現するためには、市民･事業者･市が省エネや再生可能エネル

ギーの活用に積極的に取り組んでいくことが求められます。 

市民･事業者との協力･連携に留意しつつ、公共施設等の管理やまちづくりの推進と合

わせて、再生可能エネルギーの最大限の導入･活用を行うとともに、徹底した省エネルギ

ーの推進を図るなど、自然的社会的条件に応じた温室効果ガス排出量削減のための施策

を推進します。 
 

 

取組１ 省エネルギー技術の導入促進 

〇省エネルギー技術やＺＥＨ（ネット･ゼロ･エネルギー･ハウス）、ＺＥＢ（ネット･ゼ

ロ･エネルギー･ビル）の積極的な導入を促進します。 

〇建物を新築･改修する際は断熱性･気密性の向上に向けた検討を促します。 

〇セミナー等の開催を通じて、省エネルギー促進に向けて普及啓発に取り組みます。 
 

取組２ 再生可能エネルギーの導入促進 

〇自家消費型の太陽光発電設備（蓄電池を含む）の導入を促進します。 

〇小売電気事業者から購入する電力についても、再生可能エネルギー由来電力等のＣ

Ｏ２排出係数の少ない電力利用を促進します。 

〇遊休地等を利活用した太陽光発電の導入を促進します。 
 

取組３ 市（行政）の脱炭素化に向けた率先行動の実施 

〇公共施設を新築する際には、日射遮蔽や高断熱化、高効率空調や高効率照明等によ

る省エネ性能の向上に加え、太陽光発電設備等の創エネ設備の導入によるＺＥＢ化

を前提とした検討を行います。 

〇既存の公共施設を改修する際には、日射遮蔽や外皮の高断熱化や高断熱窓による遮

熱断熱性の向上を図るとともに、高効率空調や高効率照明等の省エネ設備導入の検

討を行います。 

〇公用車を買い替える際は、燃費性能の高い自動車やＥＶ＊（電気自動車）などを選択

します。 

〇グリーン購入の推進や廃棄物の削減、リサイクルの推進、イベント等における環境

配慮の取組み等、庁内の省エネルギー化に向けた行動を推進します。 

〇不要な照明の消灯、クールビズ＊･ウォームビズ＊などの省エネルギー行動や、コピー

用紙使用枚数、水道使用量などの削減に向けた省資源行動など、市職員一人ひとりの

環境配慮行動を推進します。 

〇国庫補助金等の外部資金の活用や、ＰＰＡ＊（電力販売契約）モデルを活用した公共

施設における太陽光発電設備導入等のゼロカーボンシティ実現に向けた環境整備を

図ります。  

方針６における取組の方向性 

市（行政）の取組 
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市民･事業者が取り組めること 

◆講演会などを通じて省エネルギーに関する知識を高める。 

◆家電製品や自動車、サービスを購入するときは、省エネルギー性能の高いものや環境に

配慮したものを積極的に選択する。 

◆太陽光発電システムや蓄電池、高効率給湯器、再生可能エネルギー由来の電力などを導

入する。 

◆住宅を新築･改修する際には、住宅の断熱性能の向上や省エネルギー改修、ZEH の導入

を検討する。 

◆市民･事業所･行政が一体となってノーマイカーに取り組む「守谷市一斉ノーマイカーウ

ィーク」に参加する。 

◆「いばらきエコチャレンジ＊」に参加して、CO2排出量の削減に取り組む。 

◆講演会などを通じて省エネルギーに関する知識を高める。 

◆建築物を新築･改修する際には、省エネルギー改修や ZEB化などを検討する。 

◆日常的な省エネルギーの取組とともに、エネルギー効率の良い設備、機器を導入する。 

◆事業所への太陽光発電システムの設置や、再生可能エネルギー由来の電力を導入する。 

◆業務車両を燃費性能の高い車やＥＶにする。 

◆イベントを開催する際は、エコに配慮したものとする。 

◆市民･事業所･行政が一体となってノーマイカーに取り組む「守谷市一斉ノーマイカーウ

ィーク」に参加する。 

◆「茨城エコ事業所＊」に登録し、環境負荷の低減に取り組む。 

    

ゼロカーボンシティの実現を目指し、脱炭素社会に関する相互の知見や技術を活用してカー

ボンニュートラルのまちづくりを連携して推進するために、守谷市は、「東部ガス株式会社」

と「東京ガス株式会社」の３者で、包括連携協定を締結しています。 

【連携内容】 

・カーボンニュートラルに向けた取組に関する事項 

・エネルギーの地産地消に関する事項 

・低炭素エネルギーの市域への普及に関する事項 など 

【これまでの主な取組】 

・東部ガスさすてな電気（実質再生可能エネルギー）の導入 

 （３か所：守谷駅公開通路･守谷駅東口トイレ･守谷駅西口トイレ） 

・カーボンオフセット都市ガスの導入 

 （３か所：守谷市役所庁舎･もりりん北守谷･もりりん高野） 
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方針７ 気候変動への適応に取り組む 

一人ひとりが自分事として気候変動問題を意識するとともに、その行動変容を促す必

要があることから、科学的知見の理解が促進されるように、普及啓発や広報の取組を進

めていきます。 

また、気候変動に伴い気象災害が激甚化しているため、市民や事業者が災害に備えら

れるように、災害ハザードマップ＊の周知や災害リスクの高い地域への被害を軽減するた

めの対策の実施を進めていきます。 

そのほか、熱中症対策の情報提供や、クーリングシェルター（指定暑熱避難施設）の増

加を推進するなど、暑熱対策に取り組みます。 

気候変動適応については、分野が多岐にわたり、多くの計画や部局の業務と深くかか

わっていることから、各方面と連携を取りながら横断的･総合的に施策を立てていくこと

が必要と考えられるため、守谷市地域気候変動適応計画の策定に向けた検討を進めてい

きます。 

 

 

取組１ 土砂災害や洪水等の危険箇所の周知及び災害防止策の実施 

〇流域のもつ保水･遊水機能を保全･確保･向上するなどの総合的な浸水対策を推進し

ます。 

〇危険が差し迫っている箇所や防災に関する情報など、いのちとくらしを守るための

行動に関する情報を速やかに、かつ分かりやすく周知することに努めます。 

〇ハザードマップの公表などを通じて警戒避難体制の強化を図るとともに、住民や事

業所に対して災害対応に関する情報や技術を周知啓発することにより、災害に関す

る知識を持った人材の育成を促進します。 
 

取組２ 健康被害への対策の推進 

〇商業施設や個人事業者などに呼びかけ、クーリングシェルターの確保･増加に取り組

むとともに、市民に利用方法や設置場所などを周知し、熱中症対策の啓発に取り組み

ます。 

〇エアコン利用の有効性を周知するとともに、福祉関係団体等を通じた見守りや声か

けを強化し、高齢者や乳幼児等の熱中症弱者のための熱中症対策を推進します。 
 

取組３ 自然環境や農業への影響に関する対策 

〇頻発化する気象災害に対応するため、施設の耐候性向上として、災害に強い低コス

ト耐候性ハウスの導入、パイプハウスの補強等を推進します。 

〇集中豪雨の増加等に対応するため、排水機場や排水路等の適切な維持･管理により農

地の湛水被害等の防止に取り組みます。  

方針７における取組の方向性 

市（行政）の取組 
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市民･事業者が取り組めること 

◆講演会などを通じて気候変動に関する知識を高める。 

◆ハザードマップを確認し、災害時に適切な避難行動がとれるように備える。 

◆こまめな水分補給やクーリングシェルターの活用など、熱中症の予防に努める。 

◆住宅の新築･改修時には、断熱設備や蓄電システムなど気候災害に役立つ設備の導入を

検討する。 

◆環境や気候の変化について、家族や友人などと話題にする。 

◆講演会などを通じて気候変動に関する知識を高める。 

◆ハザードマップを確認し、災害時に適切な避難行動がとれるように備える。 

◆屋外作業や外出をする従業員に対して、こまめな水分補給を促すなど、熱中症対策の取

組を進める。 

◆クーリングシェルターとして施設を提供する。 

◆事業所の新築･改修時には、断熱設備や蓄電システムなど気象災害に役立つ設備の導入

を検討する。 

◆気候変動に対する自社の取組を広く発信するとともに、取引先企業とも情報を共有する。 

    クーリングシェルター 

「クーリングシェルター」とは、熱中症対策として、市町村

が「指定暑熱避難施設」として指定した施設のことです。冷房

設備などの要件を満たす公民館や図書館などの公共施設、ショ

ッピングセンターや薬局などの民間施設がこれにあたり、暑さ

をしのぎ、誰でも休息できる場所として開放されています。 

熱中症警戒情報運用期間（４月第４水曜日～１０月第４水曜

日）に開設しています。 

市内の設置場所については、守谷市のホームページから確認

することができます。 
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基本目標５ 環境行動が活発なまちを目指します 

（環境活動･市民行動分野） 

■デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動） 

2050（令和 32）年カーボンニュートラル及び 2030（令和 12）年度削減目標の実現に向

け、2022（令和４）年 10 月に発足した国民の行動変容やライフスタイルの転換を強力に

後押しするための国民運動です。 

昨今の異常気象の認識は浸透しているものの、それが地球温暖化によるものであると

いう「原因」に対する認識や、地球温暖化防止のためには国民一人ひとりのライフスタイ

ルや産業構造の転換等が必要であるという「対策」に対する認識が不足しているため、今

のところ国民の意識や行動が必ずしも脱炭素化に直結していない状況です。 

そのため、この国民運動では、利用者のニーズに応じて、脱炭素社会の実現に向けた取

組等の情報提供を行い、行動変容やライフスタイルの転換を持続的かつ強力に促してい

ます。 

 

  

近年の社会情勢等 
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■環境教育＊･ＥＳＤ＊の動向 

環境教育等を取り巻く状況は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響や小中学校での

「ＧＩＧＡスクール構想＊」により、ＩＣＴ＊利活用の進展による国内外での学びの可能

性が拡大しています。また、市民活動団体等の新しい担い手と期待される若者の参画、環

境教育等に取り組む人材の確保･育成、教職員等の負担軽減、環境教育の機会均等の必要

性も高まっています。 

そこで、国では環境教育等促進法に基づく基本的な方針を変更し、持続可能な社会へ

の変革に向けて「環境保全活動」、「環境教育」、「協働取組」の３つの方向性を軸に取り組

んでいます。特に「環境教育」と「協働取組」については、各方向性における主な推進策

を設けており、「環境教育」については、学校等における環境教育の一層の推進や地域の

自然･文化を体験する貴重な学びの機会となる体験活動の実践、「協働取組」については、

ＥＳＤ活動支援センター＊等の中間支援組織を活用した環境教育･協働取組の充実や人材

の育成の取組や、学校内外での対話と協働による学びの推進を図っています。 

 
出典：環境省「環境教育･ＥＳＤの最新動向等について」 

 

  

    もりや市民大学＊ 

市民、団体、事業者、行政が互いに連携し「協働のまちづ

くり」を目指す守谷市は、「協働のまちづくりの担い手」育成

を目的として、2012 年に「もりや市民大学」を開校しました。 

大学教授など専門知識を有する講師により、その時機に合

ったテーマで講義が行われています。環境に関連する講座も

開催され、参加した受講生は地域の担い手としての知識を深

めています。 

受講生以外の方も参加可能な「公開講座」も開催されていますので、ぜひご参加ください。 

【過去に開催された主な環境関連講座】 

○「守谷の鳥類の生息状況と自然環境」小さな鳥の資料館館長 池田 昇 氏 

○「人はなぜ緑に癒されるのか」千葉大学准教授 岩崎 寛 氏 

○「異常気象･線状降水帯＊を学ぶ」気象予報士 久保田 敬二 氏 

○「炭素がつなぐ自然と私たち」東京大学名誉教授 松本 雄二 氏 

○「プラスチックの功罪」東京大学大学院農学生命科学研究科 木村 聡 氏   など 

▲東京大学名誉教授 松本氏に
よる公開講座 
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■本市の小中学校における環境教育は、様々な教科に組み込まれていますが、自然体

験活動等の実体験を伴う教育をカリキュラムに組み込むことが困難となっています。 

■市の環境保全に取り組む市民活動団体では、高齢化や担い手不足により構成人数や

活動内容、活動回数の縮小につながっています。 

■「まちづくり市民アンケート」（令和６年度実施）によると、市民活動、ＮＰＯ活動、

ボランティア活動などへの参加状況については、『今後参加したい』※と回答した割

合が45.7％となっていますが、市民活動の情報窓口である市民活動支援センター及

びもりや公益活動促進協会の認知度は26.8％と低い状況となっています。 

※「参加しており、今後も参加したい」と「参加していないが、今後は参加したい」の合計。 

■地域の再生可能資源を継続的に活用するとともに、適切に維持管理し、できるだけ

長く賢く使っていくために、地域コミュニティの形成が求められます。 

■地域の環境課題と地域経済の好循環等の経済社会課題を同時に解決するために、担

い手となる人材･コミュニティ等の形成･育成･充実が求められるため、地域のニーズ

に合わせた支援策を講じる必要があります。 

■地域主導型で地域に貢献する取組を推進するための中核人材を育成するため、能力

や取組の発展段階に応じた人材育成プログラムの活用を図ることが必要です。 

 

 

№ 指 標 
現状値 

（令和６年度末） 

目標値 

（令和 16 年度末） 

１ 公立小中学校での環境教育の取組 実施 継続実施 

２ 環境に関する市民活動団体構成人数 326 人 350 人 

  

現状 

課題 

目標とする指標 

▲小学生の田植え体験 
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方針８ 環境教育･環境学習を推進する 

地域や家庭、学校等において、乳幼児期から高齢期にわたり興味を持って環境につい

て学ぶことが大切です。そのために、生物多様性の観点を含めた自然体験活動等への参

加の機会を拡充するなど、環境教育等を効果的に展開していきます。 

また、学校における教職員の負担を軽減しながら教育の質や効果が高まるよう、地域

団体や事業者等と連携した学習方法や、生成ＡＩの適切な利活用等について検討します。 

地域における環境教育等の充実のために、近隣自治体や民間企業、ＥＳＤ活動支援セン

ター等の関連団体と連携を図りながら取組を進めます。  

社会情勢等に応じた情報の発信や普及啓発を積極的に行い、脱炭素社会の実現につな

がる行動変容と、組織や社会の変革に即した環境教育等を推進します。 

 

 

取組１ 環境教育及び環境学習の推進 

〇深刻化している気候変動への対策について、市民が一体となって取り組む必要があ

ることから、積極的な情報発信や普及啓発とともに、環境教育等を推進します。 

〇生物多様性の減少を防ぐためには、人々の知識と関心を高め、行動の変化につなげ

ることが必要であることから、地域や家庭、学校等における生物多様性の保全を含め

た環境教育等の推進と、それを支える人材の育成を推進します。 

〇持続可能な地域づくりに向けた市民･事業者･行政等の対話を通じた協働の取組を促

進するため、先進事例の紹介や各主体間の連携促進のための意見交換会の開催を検

討します。 

 

取組２ 自然観察･体験の場や機会の創出･提供 

〇デジタル化が進む中で、自然がもたらす効用等、リアルな自然体験がもたらす便益

（健康増進、健全な子どもの発育など）に着目し、自然とふれあう機会の創出を推進

します。 

〇市で実施している自然観察会等の取組を継続して行い、身近な自然環境や多様な生

物にふれあえる場の提供を図ります。 

〇関係機関と連携を取りながら、自然体験活動やその他の体験活動へ市民等が参加す

る機会の拡充を図ります。 

〇ＥＳＤ活動支援センターや市民活動団体、企業や近隣自治体等と連携を図り、地域

における環境教育等をより一層充実させます。 

  

方針８における取組の方向性 

市（行政）の取組 
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取組３ 市の環境への取組に関する情報の発信 

〇市の環境への取組に対する市民等の参画を促進するため、情報の信頼性や正確性を

確保しつつ、いつでも、どこでも、分かりやすい形で環境情報を入手できるよう、利

用者のニーズに応じた情報の提供を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民･事業者が取り組めること 

◆環境に関する書籍や新聞記事、国や地方自治体などが発信する環境情報を収集し、環境

への理解を深める。 

◆自然体験学習や環境学習講座など、環境イベントに積極的に参加する。 

◆家族や友人、身の周りの人と、環境に関する情報を話題にする。 

◆環境に関する書籍や新聞記事、国や地方自治体などが発信する環境情報を収集し、環境

への理解を深める。 

◆従業員（社員、職員等）を対象とした環境学習･環境研修を実施する。 

◆自社の環境への配慮に関する取組や情報を積極的に発信する。 

    学校における活動（黒内小学校の活動例） 

令和６年１２月に守谷市にある常総環境センター

でリチウムイオン電池の混入が原因と推察される火

災が発生しました。常総環境センターは現在も不燃ご

みの処理ラインが稼働しておらず、不燃ごみを外部に

委託して処理している状況にあります。 

これを受け、黒内小学校では「常総環境センターを

救え！～守谷市役所職員としてできることはなんだ

ろう？～」という単元を設定し、デジタル･シティズ

ンシップ教育＊や生成ＡＩ教育＊を生かした探究学習

に取り組んでいます。 

児童は、市役所職員の立場で「問題解決をするために何をすれば良いか」を考え、チラシや

チャート作りを行い、市に提案を行いました。 
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方針９ 環境意識の連携･活性化を進める 

環境の保全を継続的に進めていくためには、市民や事業者等による幅広い活動や、後

継者の育成が必要不可欠となるため、市民、事業者、市がそれぞれの役割を理解したうえ

で分担･協働し、世代を超えた環境配慮活動を推進します。 

また、持続可能な社会づくりの担い手として重要である若者世代に対する活動の周知

や、協働による取組への参加機会を創出するため、活動を支援する手法についても検討

し、様々な世代の意見を積極的に取り入れられるように検討を進めます。 

さらに、持続可能な地域づくりに向けて、市民、市民活動団体、事業者、市等による対

話を通じた協働による取組を促進するために、先進事例の紹介や各主体間の連携促進の

ための取組を検討します。 

 

 

取組１ 市ホームページや広報もりや等を活用した情報発信 

〇市ホームページや広報もりや、Morinfo（もりんふぉ）、ＳＮＳなどを活用し、より広

範囲に、環境に関する情報や本市の豊かな自然環境の魅力を積極的に発信します。 

 

取組２ 市民活動団体や環境ボランティア活動への支援 

〇環境保全に取り組む市民･事業者･団体等のボランティア活動を支援します。 

〇「もりやコミュニティ･スクールボランティアバンク＊」を活用し、地域環境の保全

や市民活動団体の取組等について市内小中学校に向けて情報を発信します。 

〇若者世代に対して、環境保全に関する活動や、対話を通じた協働による取組への参

加の機会を支援するとともに、若者の意見が積極的に取り入れられるような取組の

検討を行います。 

 

取組３ 事業者による環境配慮活動の促進 

〇地域環境保全に取り組む事業者に対して、事業者が必要とする情報を提供するなど

の支援を行うことにより、環境配慮活動の取組を促進します。 

〇脱炭素アドバイザー＊資格制度について周知し資格取得を促すことで、脱炭素化のア

ドバイスや実践支援を行う人材を育成します。 

 

取組４ 近隣自治体等との連携 

〇様々な環境課題に対して広域的に連携･協力して取り組むため、常総地方広域市町村

圏事務組合の構成自治体をはじめとした、近隣自治体等との連携を図ります。 

〇他自治体と共同で表明した「ゼロカーボンシティ」に基づき、温室効果ガス削減に向

けて、市域を超えた取組を推進します。  

方針９における取組の方向性 

市（行政）の取組 
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市民･事業者が取り組めること 

◆市民･地域団体や NPO等が行う環境学習･環境保全活動に積極的に協力する。 

◆自らの知識や経験、技術を活かして、地域の環境活動の開催に協力する。 

◆家族や友人と環境について話し合い、自分なりに取り組めることを継続して、良好な環

境の維持に努める。 

◆市や事業者との取組に参画し、環境保全活動に取り組む。 

◆関連企業や取引先企業に対し、環境保全や環境への負荷の低減を呼びかける。 

◆市の環境学習イベントや市民活動への協力支援、自社施設の見学会の開催など、ＣＳＲ

活動として、環境教育･環境学習の機会を提供する。 

◆市や市民団体と積極的にパートナーシップを築き、環境保全活動を推進する。 

    子どもの自然体験 

大野地区では、地域ボランティアの協力により、米作り体験のスタートとして毎年シロカキ

を兼ねて「田んぼリレー」が行われます。子ども達は全身泥まみれになりながら田んぼの中を

走り回り歓声が響き渡ります。 

立沢地区では「田んぼの学校」で稲作体験を行うほか、秋には、刈り取った稲わらで子供会

が縄を編んで、稲わらトトロの制作に使用しています。また、笹舟を流して小川の土手道を一

緒に走る子どもの様子は、大人にとっても故郷の原風景を思い出させます。 

観察だけでなく、五感を使って全身で自然を体験することは、子ども達の情操教育としても

大切なことです。 

  
 ▲シロカキを兼ねた田んぼリレー ▲稲わらトトロ 




